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Ⅰ 基本的事項 
 

１ 趣旨 

 この仕様書は、丹波市立氷上パーキングエリア道路サービス施設条例「丹波市立丹波

いっぷく茶屋」の管理に関する基本協定書及び年度協定書に定めるもののほか、指定管

理者が行う業務の詳細について定めることを目的とする。 

 

２ 施設概要 

 （１）名 称  丹波市立丹波いっぷく茶屋 

 （２）所在地  丹波市氷上町本郷62番地１ 

 （３）建物の概要 

     丹波市立丹波いっぷく茶屋（情報施設棟の一部及び道路占用の許可区画） 

 （４）利用時間及び休館日 

利用時間：あらかじめ市長の承認を得て定めた時間 

（現行 午前10時から午後４時まで） 

     休館日：指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めた日 

     （現行 １月１日のみ閉館） 

      ただし、指定管理者は市長の承認を得て変更することができる。 

指定の期間：令和９年４月１日から令和14年３月31日まで 

 

３ 管理運営の基本方針 

（１）本業務は、市民及びその他の利用者に観光情報及び特産品情報の発信並びに物 

産の販売等を行うことにより、丹波市の活性化及び観光の振興に寄与することを 

目的とする。 

（２）公平な運営を行うこととし、特定の個人及び団体等に有利あるいは不利になる 

運営をしないこと。 

（３）利用者の意見・要望を管理運営に反映させ、利用者サービスの向上に努めること。 

（４）利用者増に向けて利用促進を積極的に図ること。 

（５）個人情報の保護を徹底すること。 
 

４ 法令等の遵守 

本施設の管理運営にあたっては、次の各号に掲げる法令等を遵守すること。 

なお、指定管理期間中に関係法令等に改正があった場合は、改正された内容を仕 

様とする。 

（１）地方自治法 

（２）丹波市立氷上パーキングエリア道路サービス施設条例 

（３）丹波市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例及び条例施行規則 

（４）丹波市公の施設の指定管理者選定評価委員会要綱 

（５）丹波市個人情報の保護に関する法律施行条例 

（６）その他管理運営に適用される法令 

 

５ 管理運営体制 

（１）管理運営を安全で効果的・効率的に行うため、適正な人数の職員を配置すること。 

（２）管理運営に係る職員（臨時職員を含む）の勤務条件については、労働基準法、 

労働安全衛生法、その他労働関係法令を遵守し、職員に対して必要な研修を実 

施すること。 

（３）施設の管理責任者及び防火責任者を配置し、その者の氏名を届出すること。 
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（４）管理責任者は各業務全般について責任を負うものとする。 

（５）近隣住民や関係機関との良好な関係を維持すること。 

（６）指定管理者は、指定管理者が行う業務に関する事業計画書を作成し、年度当初

までに丹波市へ提出し、確認を得ること。 

 （７）施設、設備及び備品の維持管理を適切に行うこと。 

 （８）利用者の意見を管理運営に反映させ、利用者の満足度を高めていくこと。 

 （９）効率的な施設の管理運営を行い、経費の節減に努めること。 

 （10）衛生管理については関係法令を遵守し、管理の徹底を図ること。 

 （11）地域住民や関係機関との良好な関係を維持すること。 

 （12）ごみの削減、省エネルギー、CO
２
削減等、環境に配慮した運営を行うこと。 

 

６ 指定管理者が行う業務の範囲 

（１）施設の運営に関する業務 

① 施設の管理運営に関する業務 

窓口対応、館内案内、各種問い合わせ、苦情及びトラブル等について対応する

こと。 

② 特産物の展示及び販売に関する業務 

地元特産物や土産品等を展示、販売すること。 

③ 観光情報等の発信及び観光案内に関する業務 

地域の観光増進に向けた情報発信をし、来場者に適切な観光案内をすること。 

④ 利用者の飲食の用に供する業務 

食品衛生法、食品衛生基準条例等の法令及び保健所等関係機関の指導助言を遵 

守のうえ、レストラン等の飲食を安全かつ衛生的に提供すること。 

⑤ その他 

施設の運営にあたって上記の業務のほか、利用者の増加及び満足度向上につな

がる効果的な取組みについて提案を認める。 

（２）適正な事務遂行に関する業務 

① 指定管理業務を適切に実施するため、事務処理マニュアル、会計及び出納に係

るマニュアルを作成すること。 

② 指定管理業務において不正を発生させないための体制を整備すること。 

③ 緊急事態、非常事態、不測の事態に対応するためのマニュアルを作成すること。 

④ 施設の管理運営に必要な各部門の業務及び設備操作等のマニュアルを作成す

ること。 

⑤ 従業員に対するマニュアルの周知徹底、運営管理に必要な研修及び災害時の訓

練を実施すること。 

⑥ 管理運営に関する定期的な研修を実施し、警察署及び消防署への連絡体制を整

えること。 

（３）施設の管理に関する業務 

① 市が主催又は後援等により、本施設において開催する行事等については、市と

調整を図り、その実施に協力すること。 

② 市が施設等の管理上必要な情報を求めた場合には、速やかに提示すること。 

③ 施設の利用等について、利用者から苦情があった場合は、適切な対応をすると

ともに、その内容を丹波市に報告すること。 

④ 安全管理に十分配慮し、火災、損傷等を防止して財産の保全を図るとともに、

利用者及び職員の安全確保に努め、事務所等の夜間の施錠管理を徹底すること。 

⑤ 非常災害、事故等の緊急事態発生時に備え、具体的な対応計画を定め、緊急時

の連絡先等をあらかじめ丹波市に報告するとともに、避難・救出その他必要な
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訓練を定期的に実施すること。 

⑥ 管理人等の従業員等による避難誘導の指導教育を図ること。 

⑦ 施設内において事故等が発生したときは、丹波市に報告し、指示を受け必要な

措置を講じること。ただし、緊急を要する場合又は軽微な事故等の場合は、指

定管理者において適切な措置を講じた上で、丹波市に報告すること。 

⑧ 日常清掃（施設・設備等における日常的に必要な清掃業務）、定期清掃（ガラ

ス清掃、除草など定期的に必要な清掃業務）を適切に行い、衛生管理に十分配

慮し、常に快適な利用ができる状態の保持に努めること。周囲やトイレ等死角

になりやすい箇所について、可燃物の整理除去を定期的に行うこと。 

⑨ 施設内の建物、設備機器、工作物、備品等の点検を実施し、破損箇所又は破損

しそうな箇所を発見したときには、ただちに丹波市に報告し、その指示に従う

ものとする。ただし、容易に補修可能な小修繕については、指定管理者の判断

で補修を行うこととする。 

⑩ 法令等に基づく設備、器具等の点検については、その業務の専門性から第三者

に委託することを認める。 

⑪ 丹波市が貸与する備品は基本協定書のとおりとし、善良なる指定管理者の注意

をもって管理すること。 

⑫ 点検の結果、部品の取替、修理等の整備を必要とする場合は、速やかに処置す

ることとし、小規模な整備等は指定管理者により行うこと。 

⑬ 点検については、年度当初に緊急連絡体制表と年間の点検計画表を作成し、指

定管理者はこの計画に従って業務を遂行すること。変更が生じた場合は、その

理由と対処方法を記録保存すること。 

⑭ 点検の結果生じる消耗品、使用済み部品等の廃棄については、管理業務に含ん

でいる。 

⑮ 定期点検及び保守管理中、寿命による自然消滅、破損等取替を要する部品、機

器が生じたときは、直ちに処置方法を検討し、日常管理に属するような軽易な

修繕においては速やかに実施すること。それ以外の修繕については丹波市へ報

告し、協議を行うこと。 

⑯ 定期点検、保守管理業務を行った後は、速やかに点検の結果を記録し保存する

こと。 

⑰ 施設維持管理用消耗品、事務用消耗品、清掃用消耗品等の消耗品（指定管理部

分に係るもの）は、指定管理者が購入し、随時補充又は交換すること。 

⑱ 指定管理部分に係る光熱水費（電気、上下水道料等）、通信運搬費（電話料、

郵便料等）は、指定管理者が支払うこと。ただし、指定管理区画以外の簡易パ

ーキング氷上の光熱水費については豊岡河川国道事務所が負担する。 

⑲ 本業務を遂行する上で、現在設置されている以上に必要な事務機器及び電話機

等の備品並びに事務用品については、指定管理者が用意すること。 

⑳ 指定管理料で購入した物品は、当該業務のみに使用することとし、その物品は、

備品として台帳（電子データ可）により管理すること。 

施設の管理運営にあたっては、管理運営に係る情報の公開に関し必要な措置を

講じること。 

（４）広報業務 

施設利用促進等の宣伝活動、ホームページ等の作成のほか、類似公共施設のポ

スターの掲示等、他団体との相互協力に努めること。 

（５）施設等の管理運営に関する調査、研究及び資料の収集に関する業務 

① 類似施設の情報収集を行うこと。 

② 施設訪問者の人数、利用目的及び購入された品物等の利用者ニーズの把握に努

21 
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め、管理運営に活用すること。 

（６）満足度調査 

年に１回以上、利用者満足度調査を行うこと。 

（７）営業許可手続き及び従業員の配置 

① 管理運営業務を実施するため、必要な営業許可の手続きを行い、許可を得るこ

と。また、必要な有資格者等、適正な従業員を置くこと。 

② 各種業務における責任体制を確立すること。 

③ 従業員の勤務体制は、労働基準法等の法令を遵守し、施設の管理運営に支障が

ないように配慮するとともに、利用者の要望に応えられること。 

④ 従業員の資質を高めるため、研修を実施するとともに、施設の管理運営に必要

な知識と技術の習得に努めること。 

（８）管理運営に要する経費 

管理運営に要する経費については、施設の利用料金収入、その他の収入及び丹 

波市が支払う指定管理料をもって充てる。 

（９）事業報告書等の提出 

① 次に掲げる内容を記載した事業報告書を、毎年度終了後４月30日までに提出す

ること。 

・会計年度における事業報告書及び事業決算書 

・本業務の実施状況に関する事項 

・管理施設の利用状況に関する事項 

・利用料金等収入の実績及び管理経費等の支出状況等 

・自主事業の実施状況に関する事項 

② 管理運営等の状況についてその他必要と認める書類を市が求めた場合は、速や

かに提出すること。 

（10）モニタリング及び評価の実施 

丹波市は（９）で提出を受けた事業報告書について、毎年度モニタリングを実施

する。原則３年目に中間年評価として、指定管理者選定評価委員会を開催し、評価

を実施する。この結果によっては、今後の業務改善の指示又はインセンティブ付

与を行う場合がある。 

また、評価実施に伴い、指定管理者は当初の事業計画書では別添「評価指標及

び目標値一覧」の目標を達成することが困難であると判断した場合は、事業計画

書を再度作成し、丹波市に提出するものとする。 

丹波市は、再度提出された事業計画書を基に「評価指標及び目標値一覧」の内

容を修正することができる。 

（11）管理運営を通じて取得した情報の取扱い 

指定管理者又は指定管理者が管理運営する公の施設の業務に従事している者は、 

個人情報の適切な管理のため必要な措置を講じるとともに、当該施設の管理運営 

に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。 

また、指定管理者の指定期間満了後、指定を取り消された後及び従事者の職務 

   を退いた後においても同様とする。 

（12）業務不履行時の処理 

① 指定管理者が行う業務が仕様書及び選定時の提案内容を満たしていないとき、

又は利用者が施設を利用する上で明らかに利便性を欠く場合は、丹波市は指定

管理者に対して改善の指示をすることができる。 

② 丹波市は、指定管理者が前項の指示に従わないときはその指定を取消し、又は

期間を定めて停止することができることとする。 

（13）物品の帰属 
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指定管理者が利用料金の収入及び指定管理料の収入で購入又はリースした物品 

は下記の取り扱いとする。ただし、これにより難い場合には、あらかじめ指定管 

理者は市の承諾を得なければならない。 

① 消耗品 

消耗品は、現に使用中の消耗品については市に引き継ぐこととするが、それ以 

外の物は指定管理者の所有物とする。 

② 備品の貸与及び購入 

備品は、原則として市の所有物（Ⅰ種）を貸与する。このため、指定管理者が 

施設の備品として購入する物（Ⅱ種）は、あらかじめ市と協議の上、購入するこ 

と。 

ただし、指定管理者が自己の都合により購入するもの（Ⅲ種）はこの限りでな 

い。Ⅲ種備品の引継ぎ等については、市と指定管理者の協議を行い、決定する。 

③ リース物件 
リース物件は原則として、前指定管理者と次期指定管理者が協議し、判断する

ものとする。 
（14）業務等の引き継き 

指定期間終了若しくは指定取消し等により次期指定管理者に業務等を引継ぐ 

際は、円滑な引継きに協力するとともに、必要なデータ等を遅滞なく提供する 

ものとする。次期指定管理者募集における現地説明会を実施する場合は誠実に 

対応すること。 

 

７ 事業収入等 

  利用料金をはじめとする事業収入については、指定管理者の収入として収受できる。 

 

８ 責任分担 

（１）リスク分担 

丹波市と指定管理者のリスク分担（責任分担）の詳細については、【別表１】

を参照すること。 

ただし、本表に定める事項で疑義がある場合又は定めのないものについては、

丹波市と指定管理者が協議の上で定めるものとする。 

（２）指定管理料スライド制度 

 指定管理者の健全運営や適正な履行の確保を図るため、指定期間中に賃金水準

及び物価水準を計る指標等に一定以上の変動が見られた場合、変動率に応じて見

直しを行い、２年目以降の指定管理料に反映する「指定管理料スライド制度」（以

下「スライド制度」という）を適用する。 

なお、スライド制度における指定管理者の負担割合は、賃金水準に係るものは

1.5％、物価水準に係るものは10％とする。 

  ※別添 「指定管理者制度におけるスライド制度導入要領」 

 

９ 指定管理料 

 （１）丹波市立丹波いっぷく茶屋の業務に係るすべての経費は、利用料金収入、その

他の収入及び丹波市が支払う指定管理料をもって充てるものとする。 

 （２）丹波市が支払う指定管理料は、丹波市立丹波いっぷく茶屋の管理運営に要する

経費の見込額から利用料金等収入の見込額を差し引いた額を、毎年度の予算限度

額の範囲内において、会計年度ごとに指定管理者の請求に基づき、概算払いによ

り支払うこととする。 

    なお、本業務に関する収支を適切に管理するため、本業務固有の口座を開設し、
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運用を図ること。 

（３）指定管理料の限度額（各年度における消費税及び地方消費税額を含む）は、以

下のとおりとする。 

１年目 1,221,000円 ２年目 1,221,000円 ３年目 1,221,000円  

４年目 1,221,000円 ５年目 1,221,000円 

（４）指定管理料及び利用料金等収入見込額は、業務の範囲や管理の基準等に変更がな

い限り、指定期間中の変動はない。ただし、指定管理料スライド制度及び精算項

目に係るものは除く。 

（５）指定管理者が修繕を実施し、必要な場合は、指定管理料の変更を行う。指定管

理料の年間修繕料に残額が発生した場合は、協議の上、指定管理料の減額精算を行

う。 

（６）指定管理料の精算については、原則、修繕料以外は、精算しないものとする。 

（７）指定管理料スライド制度により算定されたスライド額については、算定年度 

の翌年度に支払うものとする。 

なお、指定管理料の支払いについては、本指定管理料に係る予算が議決され、

その予算の執行が可能となった時に効力を有するものとする。 

（８）自主事業（目的内・目的外）に関る費用は、指定管理者自らが負担すべきもの

であるため指定管理料の算定に含めない。 

 

10 保険の加入 

保険の加入において、市が加入している｢建物総合損害共済｣の補償額は以下のとお

りとする。 

指定管理者においては、管理責任者として下記の保険金額を参照して、第三者賠償

保険を含め、管理運営上必要な保険は適切に加入すること。 

＜市が加入している総合賠償補償保険 補償額＞ 

人 身 事 故 財 物 事 故 

１事故当たり支払い限度額 １名当たり支払い限度額 １事故当たり支払い限度額 

15億円 １億５千万円 ２千万円 

 
11 管理運営に係る経費 

管理運営に関する一切の経費は、事業収入及び指定管理料で賄うこととなるが、下

記に掲げる経費については市が直接支払うこととする。 

① 施設、設備の構造上の原因による改良及び修繕 

（詳細についてはリスク分担表のとおり） 

② 火災保険料 

 

12 業務の再委託及び権利譲渡等の禁止 

指定管理者は、清掃や設備の保守点検等個々の具体的な業務を市と協議のうえ第三

者に委託することは差し支えないが、本事業の全部を第三者に委託し、又は請け負わ

せることはできない。 

また、指定管理者の指定に係る権利は、他人に譲渡及び転貸又は担保に供すること

を固く禁じる。 

 

13 帳簿書類等の保存年限 

指定管理者として作成した帳簿書類等は、その帳簿閉鎖の時より５年間保存すること。 
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14 原状回復義務等 

（１）指定管理者は施設又は設備の変更をしようとするときは、あらかじめ市と協議す

ること。 

また、当該指定管理者の指定の期間が満了したとき、又は指定を取り消されたと

きは、市の指示するところにより、その管理を行わなくなった施設又は設備を原状

に回復しなければならない。ただし、市と協議し、残置を認められたものについて

はこの限りでない。 

（２）指定管理者は、施設、設備等を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、市の指示

するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。 

 

15 指定管理者に対する監督及び監査 

（１）市は、指定管理者が管理する施設の適正な運営を期すため、指定管理者に対して、

当該業務内容又は経理の状況に関して報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示

をすることができる。 

（２）市は、指定管理者が市の指示に従わない場合や、指定管理者の経営状況が著しく

悪化している等、施設の適正な管理に著しい支障が生じる恐れがある場合は、指定

を取り消し、又は期間を定めて本業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。 

この場合において、指定管理者に損害、損失及び増加費用が生じても市はその賠

償の責めを負わないものとする。 

（３）市又は監査委員が必要と認めるときは、指定管理者が行う管理運営業務に係る事

務について監査を行うことができる。 

 
16 その他 

（１）協定の締結  

指定管理者選定評価委員会で選定された法人等と細部についての協議を行い、仮

協定を締結し、議会の議決を経て指定管理者に指定された後に、本協定を締結する。 

（２）引き継ぎについて 

指定管理者の指定は、議会において指定管理者の指定が議決された後とし、その

指定後、速やかに市担当課及び次期指定管理者との業務引き継ぎに移ることとする。 

なお、業務引き継ぎに要した費用は、選定された指定管理者の負担とする。 

（３）その他 

議会の議決を経るまでの間に指定管理者に指定することが著しく不適当と認め

られる事情が生じた時は、指定管理者に指定しないことがある。 

また、議会の議決が得られなかった場合及び否決された場合においても、管理運

営の準備のため支出した費用等については、一切補償しないものとする。 
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【別表１】リスク分担表 

種 類 内 容 
リスク分担 

丹波市 
指定 

管理者 
協議 

物価変動及び
金利変動 

収支計画に多大な影響を与えるもの   ○ 

上記以外のもの  ○  

施設利用者等
市民への対応 

地域との協調  ○  

施設利用者等市民からの苦情、反対、訴訟、要望等への対応  ○  

上記以外のもの ○   

法令等の変更 
施設の管理運営に影響を及ぼす変更 ○   

指定管理者自身に影響を及ぼす変更  ○  

税制変更 

消費税（地方消費税含む）等の変更   ○ 

法人税・住民税の変更  ○  

上記以外のもの   ○ 

管理運営の中
断・中止 

丹波市に帰責事由があるもの ○   

指定管理者に帰責事由があるもの  ○  

上記以外のもの     ○ 

不可抗力 

不可抗力（暴風、豪雨、洪水、地震、地すべり、落盤、火災、争乱、
暴動、感染症、その他指定管理者の責めに帰すことのできない自然的
又は人為的な現象）に伴う施設・設備の復旧費用及び補償費用 

○   

不可抗力による管理・運営の中断   ○ 

書類の誤り 
仕様書等、丹波市が責任を持つ書類の誤りによるもの ○   

事業計画書等、指定管理者が提案した内容に誤りのあるもの  ○  

資金調達 
資金調達不能による管理運営の中断等  ○  

金利上昇による資金調達費用の増加  ○  

利用者等への
賠償 

指定管理者に帰責理由のあるもの  ○  

丹波市に帰責事由があるもの ○   

丹波市と指定管理者の両者又は他の第三者に帰責事由があるもの   ○ 

セキュリティ 警備不備による情報漏えい、犯罪発生等  ○  

事業終了時の
費用 

指定管理業務の期間が終了した場合又は期間中途に業務を廃止した場
合における費用 

 ○  

保険への加入 
当該施設の火災保険への加入 ○   

施設賠償責任保険の加入  ○  

許認可等 

丹波市が取得すべき許認可等の遅延によるもの ○   

丹波市の帰責事由による債務不履行 ○   

上記以外のもの  ○  

債務不履行 指定管理者の帰責事由（事業の破たん・悪化等）による債務不履行  ○  

管理運営内容
の変更 

丹波市の帰責事由による期間中の変更 ○   

指定管理者の帰責事由による期間中の変更  ○  

第三者の行為による指定管理者の備品の損傷に関するもの  ○  

備品の修繕、
更新、購入 

指定管理者が施設の利用促進のために自主的に行うもの  ○  

上記以外の事由による備品の修繕、更新及び購入に関するもの（１件
あたり100万円以下） 

 ○  

施設の区分により、上記以外の事由による備品の修繕、更新及び購入
に関するもの（１件あたり100万円超） 

○   

施設の瑕疵責任 
施設・設備に隠れた瑕疵が発見された場合に関するもの ○   

指定管理者の帰責事由による施設・設備等の損傷に関するもの  ○  

施設・設備等
の修繕 

第三者の行為による施設・設備等の損傷に関するもの   ○ 

施設・設備等の構造上の原因によるもの ○   

指定管理者が施設の利用促進のために自主的に行うもの  ○  

施設の区分により、上記以外の事由による施設・設備等の損傷に関す
るもの（１件あたり200万円以下） 

  ○ 

施設の区分により、上記以外の事由による施設・設備等の損傷に関す
るもの（１件あたり200万円超） 

○   

 

 

 

 

 

※本表に定める事項で疑義がある場合又は定めのないものについては、丹波市と指定管理者が協議のうえ、定

める。 

※管理施設の躯体等に係る修繕は、市が自らの責任と費用において実施し、躯体の区分に疑義が生じた場合は、

市と指定管理者が協議を行う。 

※本表に定める金額については、消費税及び地方消費税を含むものとする。 


